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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録される多重再生経路を有する少なくともビデオデータの再生を管理する
ためのデータ構造を有する前記記録媒体において、
　各再生経路に関係付けられた少なくとも１つのエントリーポイントマップを含む少なく
とも１つの第１ファイルであって、各エントリーポイントマップは各再生経路に対応する
前記ビデオデータのエントリーポイントを識別し、前記第１ファイルは前記ビデオデータ
を保存する第２ファイルとは別である、第１ファイルを備え、
　前記エントリーポイントマップは経路変更情報を含み、
　前記経路変更情報は、他の再生経路への変更が許可されるか否かを識別するための第１
フィールド、及び前記変更が許可される場所を識別するための第２フィールドを含み、前
記第１フィールドは１又は０を示すフラッグであること
　を特徴とする記録媒体。
【請求項２】
　請求項１において、
　アングル変更が許可された場合にアングル変更が実施され、前記アングル変更の実行は
、再生場所が前記アングル変更が許可される場所に達するまで遅らせられることを特徴と
する記録媒体。
【請求項３】
　請求項１において、
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　等しく連係される再生経路で経路変更を許すフラッグは一つまたはそれ以上のビデオデ
ータユニットの境界を定めることを特徴とする記録媒体。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記ビデオデータの少なくとも一部はビデオデータユニット基準で多重化されることを
特徴とする記録媒体。
【請求項５】
　請求項４において、
　ビデオデータの再生経路はビデオデータの他のカメラ角度であることを特徴とする記録
媒体。
【請求項６】
　請求項３において、
　各ビデオデータユニットはＩ－ｐｉｃｔｕｒｅでスタートすることを特徴とする記録媒
体。
【請求項７】
　請求項３において、
　各ビデオデータユニットはＣｌｏｓｅｄ－ＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅ
ｓ）でスタートすることを特徴とする記録媒体。
【請求項８】
　請求項１において、
　前記ビデオデータは、前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデータに関係付け
られた補助データと共に多重化され、前記関係付けられた補助データの一部が多重化され
ないとき、前記補助データの一部は次の前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデ
ータと共に多重化されることを特徴とする記録媒体。
【請求項９】
　請求項１において、
　前記第２のフィールドは、少なくとも一つ以上のクリップファイルを含んで構成されて
、各クリップファイルには一つの再生経路と連係されるビデオデータが含まれることを特
徴とする記録媒体。
【請求項１０】
　請求項１において、
　前記エントリーポイントマップは時間整列されることを特徴とする記録媒体。
【請求項１１】
　請求項１において、
　エントリーポイントと連係される活性フラッグは連係するフラッグが活性であるエント
リーポイントを再生した後に再生経路の変更が許されることを指し示すことを特徴とする
記録媒体。
【請求項１２】
　請求項１において、
　エントリーポイントと連係される活性フラッグは連係するフラッグが活性であるエント
リーポイントを再生する前に再生経路の変更が許されることを指し示すことを特徴とする
記録媒体。
【請求項１３】
　多重再生経路を有する少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記
録媒体に記録する方法において、
　前記記録媒体の１つ又は複数の第１ファイルに少なくとも１つのエントリーポイントマ
ップを記録するステップであって、前記エントリーポイントマップは各再生経路に関係付
けられており、各エントリーポイントマップは各再生経路に対応する前記ビデオデータの
エントリーポイントを識別し、前記１つ又は複数の第１ファイルはビデオデータを保存す
る第２ファイルとは別である、ステップを備え、
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　前記エントリーポイントマップは経路変更情報を含み、
　前記経路変更情報は、他の再生経路への変更が許可されるか否かを識別するための第１
フィールド、及び前記変更が許可される場所を識別するための第２フィールドを含み、前
記第１フィールドは１又は０を示すフラッグであること
　を特徴とする方法。
【請求項１４】
　記録媒体に記録された多重再生経路を有する少なくともビデオデータの再生を管理する
ためのデータ構造を再生する方法において、
　前記記録媒体の１つ又は複数の第１ファイルから管理情報を再生するステップであって
、前記管理情報は各再生経路に関係付けられた少なくとも１つのエントリーポイントマッ
プを含み、各エントリーポイントマップは各再生経路に対応する前記ビデオデータのエン
トリーポイントを識別し、前記１つ又は複数の第１ファイルはビデオデータを保存する第
２ファイルとは別である、ステップを備え、
　前記エントリーポイントマップは経路変更情報を含み、
　前記経路変更情報は、他の再生経路への変更が許可されるか否かを識別するための第１
フィールド、及び前記変更が許可される場所を識別するための第２フィールドを含み、前
記第１フィールドは１又は０を示すフラッグであること
　を特徴とする方法。
【請求項１５】
　多重再生経路を有する少なくともビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を記
録媒体に記録する装置において、
　前記記録媒体にデータを記録するように構成された光学記録ユニットと、
　少なくとも多重再生経路ビデオデータをエンコーディングするように構成されたエンコ
ーダーと、
　前記光学記録ユニットに動作可能に結合された制御器であって、前記光学記録ユニット
を制御するように構成され、前記エンコーディングされた多重再生経路ビデオデータを前
記記録媒体に記録し、前記制御器は、前記記録媒体の１つ又は複数の第１ファイルの少な
くとも１つのエントリーポイントマップを記録するための前記光学記録ユニットを制御す
るように構成され、前記エントリーポイントマップは各再生経路に関連付けられ、各エン
トリーポイントマップは各再生経路に対応する前記ビデオデータのエントリーポイントを
識別し、前記１つ又は複数の第１ファイルは前記ビデオデータを保存する第２ファイルと
は別である、制御器とを備え、
　前記エントリーポイントマップは経路変更情報を含み、
　前記経路変更情報は、他の再生経路への変更が許可されるか否かを識別するための第１
フィールド、及び前記変更が許可される場所を識別するための第２フィールドを含み、前
記第１フィールドは１又は０を示すフラッグであること
　を特徴とする装置。
【請求項１６】
　記録媒体に記録された多重再生経路を有する少なくともビデオデータの再生を管理する
ためのデータ構造を再生する装置において、
　記録媒体に記録されたデータを再生するように構成された光学再生ユニットと、
　前記光学再生ユニットに動作可能に結合された制御器であって、前記光学再生ユニット
を制御するように構成されて前記記録媒体の１つ又は複数の第１ファイルからエントリー
ポイントマップを読み込み、少なくとも１つのエントリーポイントマップは各再生経路に
関係付けられ、各エントリーポイントマップは各再生経路に対応する前記ビデオデータの
エントリーポイントを識別し、前記第１ファイルは前記ビデオデータを保存する第２ファ
イルとは別である、制御器とを備え、
　前記エントリーポイントマップは経路変更情報を含み、
　前記経路変更情報は、他の再生経路への変更が許可されるか否かを識別するための第１
フィールド、及び前記変更が許可される場所を識別するための第２フィールドを含み、前
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記第１フィールドは１又は０を示すフラッグであること
　を特徴とする装置。
【請求項１７】
　請求項１３において、
　前記ビデオデータの少なくとも一部は、ビデオデータのユニット基準で多重化されて、
前記第２のファイルに記録されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１３において、
　アングル変更が許可された場合にアングル変更が実施され、前記アングル変更の実行は
、再生場所が前記アングル変更が許可される場所に達するまで遅らせられることを特徴と
する方法。
【請求項１９】
　請求項１３において、
　前記ビデオデータは、前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデータに関係付け
られた補助データと共に多重化され、前記関係付けられた補助データの一部が多重化され
ないとき、前記補助データの一部は次の前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデ
ータと共に多重化されることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１４において、
　前記ビデオデータの少なくとも一部は、ビデオデータのユニット基準で多重化されて、
前記第２のファイルに記録されることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項１４において、
　アングル変更が許可された場合にアングル変更が実施され、前記アングル変更の実行は
、再生場所が前記アングル変更が許可される場所に達するまで遅らせられることを特徴と
する方法。
【請求項２２】
　請求項１４において、
　前記ビデオデータは、前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデータに関係付け
られた補助データと共に多重化され、前記関係付けられた補助データの一部が多重化され
ないとき、前記補助データの一部は次の前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデ
ータと共に多重化されることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項１５において、
　前記制御器は、前記アングル変更が許可された場合に、前記アングル変更を実施し、再
生場所が前記アングル変更が許可される場所に達するまで前記アングル変更の実行を遅ら
せるように前記光学記録ユニットをさらに制御するように構成されることを特徴とする装
置。
【請求項２４】
　請求項１５において、
　前記ビデオデータ及び前記補助データを多重化するように構成された多重化手段をさら
に備え、
　前記ビデオデータは、前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデータに関係付け
られた前記補助データと共に多重化され、前記関係付けられた補助データの一部が多重化
されないときに前記補助データの一部が次の前記エントリーポイントに対応する前記ビデ
オデータと共に多重化され、
　前記制御器は、前記多重化手段を制御して前記ビデオデータ及び前記補助データを多重
化するように構成されていること
　を特徴とする装置。
【請求項２５】
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　請求項１６において、
　前記制御器は、前記アングル変更が許可された場合に、前記アングル変更を実施し、再
生場所が前記アングル変更が許可される場所に達するまで前記アングル変更の実行を遅ら
せるように前記光学記録ユニットをさらに制御するように構成されることを特徴とする装
置。
【請求項２６】
　請求項１６において、
　前記ビデオデータ及び前記補助データを逆多重化するように構成された多重化手段をさ
らに備え、
　前記ビデオデータは、前記エントリーポイントに対応する前記ビデオデータに関係付け
られた前記補助データと共に多重化され、前記関係付けられた補助データの一部が多重化
されないときに前記補助データの一部が次の前記エントリーポイントに対応する前記ビデ
オデータと共に多重化され、
　前記制御器は、前記逆多重化手段を制御して前記多重化されたビデオデータ及びオーデ
ィオデータを逆多重化するように構成されていること
　を特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録された多重再生経路ビデオデータの再生を管理するためのデータ構造を有
する記録媒体、前記多重再生経路ビデオデータを再生して記録するための装置及び方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近には、高画質のビデオデータと高音質のオーディオデータを高容量記録できる新し
い高密度再生専用または再起録可能光ディスクに対する規格化作業が急速に展開されて、
再起録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ：Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｗｒｉｔ
ａｂｌｅ）のような新しい光ディスクと関連した製品がまもなく商用化されることと期待
されている。
【０００３】
　図１は、再起録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）のファイル構造を示したもので
ある。前記ファイル構造またはデータ構造は前記ＢＤ－ＲＥに記録されるビデオオーディ
オデータの再生を管理するために提供される。図１に示したように、データ構造は少なく
とも一つ以上の‘ＢＤＡＶ’ディレクトリ（Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ）を有するルートディレ
クトリを含む。前記‘ＢＤＡＶ’ディレクトリには‘ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ’、‘ｍｅｎｕ
．ｔｉｄｘ’、‘ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ’、‘＊．ｒｐｌｓ’、及び‘＊．ｖｐｌｓ’のよ
うなプレーリストファイルが貯蔵されるＰＬＡＹＬＩＳＴサブディレクトリ（ｓｕｂｄｉ
ｒｅｃｔｏｒｙ）、‘＊．ｃｌｐｉ’のようなクリップ情報ファイルが貯蔵されるＣＬＩ
ＰＩＮＦサブディレクトリ、そして前記クリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２フ
ォーマットのＡ／Ｖストリームクリップファイルが貯蔵されるＳＴＲＥＡＭサブディレク
トリが含まれる。図１は、前記ディスクのデータ構造だけでなくディスクの領域を見せて
くれる。例えば、‘ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ’のような一般情報ファイルは前記ディスクの一
般情報領域に貯蔵される。
【０００４】
　図１に図示したＢＤ－ＲＥのデータ構造とディスクフォーマットは広く知られて容易に
利用できるので、以後ファイル構造に対しては簡単に説明する。
【０００５】
　前述したように、ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップ（Ｃｌｉｐ）またはクリップ
ファイルと呼ばれるＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ／Ｖストリームファイルが含まれて、
またブリッジ－クリップＡ／Ｖストリームファイル（Ｂｒｉｄｇｅ－ｃｌｉｐ　Ａ／Ｖ　
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ｓｔｒｅａｍ　ｆｉｌｅ）という特別な形態のクリップも含まれることができる。ブリッ
ジ－クリップはクリップのうちから選択された二つ以上の再生区間を滑らかに連結するた
めに使われて、一般に前記クリップに比べて大きさが小さい。前記Ａ／Ｖストリームには
ビデオオーディオデータに対するソースパケット（Ｓｏｕｒｃｅ　Ｐａｃｋｅｔｓ）が含
まれる。例えば、前記ビデオオーディオデータに対するソースパケットにはヘッダー（Ｈ
ｅａｄｅｒ）と伝送パケット（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐａｃｋｅｔ）が含まれる。一つの
ソースパケットには自身に接近するための住所役割をするソースパケット番号（ＳＰＮｓ
：Ｓｏｕｒｃｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｎｕｍｂｅｒｓ）が含まれるが、前記ソースパケット番
号は一般に次々と番号が割り当てられる。伝送パケットには一つのパケットＩＤ（ＰＩＤ
：Ｐａｃｋｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）が含まれるが、前記ＰＩＤは伝送パケットが属
する一連の伝送パケット（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐａｃｋｅｔ
ｓ）を識別して、前記一連の伝送パケットにある各伝送パケットはＰＩＤが同じである。
以後、前記一連の伝送パケットを伝送パケットシーケンスという。
【０００６】
　前記ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ
情報ファイルが含まれる。前記クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型
、シーケンス情報（Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、プログラム情報、そ
してタイミング情報を指す。前記シーケンス情報は到着時間基準（Ａｒｒｉｖａｌ　Ｔｉ
ｍｅ　Ｂａｓｉｓ、ＡＴＣ）シーケンスとシステム時間基準（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｉｍｅ　
Ｂａｓｉｓ、ＳＴＣ）シーケンスを記述する。例えば、前記シーケンス情報はシーケンス
の数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シーケンスで一番目ソースパケットの住
所、そして各シーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指す。プログラムのコンテンツが
続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケンスと呼ばれる。前記プログラム情報は
プログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケンスの開始住所、そしてプログラムシ
ーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指す。
【０００７】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ：Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ　Ｐｏｉ
ｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と呼ばれる。前記ＣＰＩの一形態がエントリーポイント
マップ（Ｅｎｔｒｙ　Ｐｏｉｎｔ（ＥＰ）Ｍａｐ）である。前記ＥＰマップは、例えば、
到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間ＳＴＣを基準にして、ソースパケットの住所（
例えば、ソースパケットの番号）に対するタイムスタンプ（Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ）を表
示する。前記プレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）とソースパケット番号（ＳＰ
Ｎ）はＡ／ＶストリームのＥＰと関連される。すなわち、前記ＰＴＳと関連されたＳＰＮ
はＡ／Ｖストリーム上のＥＰを指し示す。前記指し示されるパケットはたびたびエントリ
ーポイントパケットと呼ばれる。
【０００８】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上のプレーリストファイルがある。プレーリ
ストは再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念であ
る。プレーリストファイルはクリップにある再生区間（Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａ
ｌｓ）の集合であって、各再生区間はプレーアイテム（Ｐｌａｙｉｔｅｍ）と呼ばれる。
前記プレーリストファイルはプレーリストを形成する各プレーアイテムを識別して、各プ
レーアイテムは、クリップの時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼ
ンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳｓ：Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａ
ｍｐ））を指すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である。換言すれば、プレー
リストファイルはプレーアイテムを識別して、各プレーアイテムは一つのクリップまたは
その一部を指してクリップと連係するクリップ情報ファイルを識別する。前記クリップ情
報ファイルは前記プレーアイテムをソースパケットのクリップに連結（Ｍａｐ）するため
に使われる。
【０００９】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実際プレーリスト（Ｒｅａｌ　Ｐｌａｙｌｉｓｔ）
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（＊．ｒｐｌｓ）と仮想プレーリスト（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｌａｙｌｉｓｔ）（＊．ｖｐ
ｌｓ）が含まれることができる。実際プレーリストはクリップだけを用いてブリッジ－ク
リップは用いることができない。すなわち、実際プレーリストはクリップの一部を参照す
ることと見なされるので、概念的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等な
ことに見なされる。仮想プレーリストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いるこ
とができるので、実際プレーリストの概念は仮想プレーリストと併行しない。
【００１０】
　‘ｉｎｆｏ．ｂｄａｖ’ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を
管理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであって、さらに詳細には同じＢＤＡ
ＶディレクトリのＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリにあるプレーリストのファイル名を識別
するプレーリスト目録を含む。
【００１１】
　‘ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ’、‘ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１’、及び‘ｍｅｎｕ．ｔｄｔ２’ファ
イルはメニューｔｈｕｍｂｎａｉｌｓと関連した情報を貯蔵する。‘ｍａｒｋ．ｔｉｄｘ
’、‘ｍａｒｋ．ｔｄｔ１’、及び‘ｍａｒｋ．ｔｄｔ２’ファイルはマークｔｈｕｍｂ
ｎａｉｌｓと関連した情報を貯蔵する。このようなファイルは本発明と直接的な関連がな
いので、これ以上詳細な説明は省略する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　最近にはブルーレイロム（ＢＤ－ＲＯＭ：Ｂｌｕ－ｒａｙ　ＲＯＭ）のような高密度再
生専用光ディスクに対する規格化作業が進行中にある。しかし、ＢＤ－ＲＯＭのような高
密度再生専用光ディスクに記録されるビデオオーディオデータの再生を管理するデータ構
造に対する効率的な解決方案がまだ用意されていない。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　したがって、本発明は前記のような実情を勘案して創作されたものであって、本発明に
よる記録媒体には少なくとも多重再生経路ビデオデータ（例えば、他のカメラアングルの
ビデオデータ）の再生を管理する経路管理情報が含まれる。
【００１４】
　本発明の一実施形態で、前記記録媒体には経路変更情報を保存する一つまたはそれ以上
の管理領域が含まれる。前記経路変更情報はビデオデータの少なくとも一つ以上の再生経
路を再生する時経路変更がどこで許されるかを指し示す。例えば、一例として、前記経路
変更情報にはビデオデータの各再生経路と連係される一つまたはそれ以上のフラッグが含
まれる。各フラッグはビデオデータの連係する再生経路を再生する時経路変更が許される
のか否かとどこで経路変更が許されるかを指し示す。
【００１５】
　本発明の一実施形態で、前記経路変更情報には各再生経路と連係される少なくとも一つ
以上のＥＰマップが含まれる。各ＥＰマップは連係する経路に対するビデオデータのエン
トリーポイントを識別して少なくとも一つ以上のフラッグを含む。各フラッグは、一つの
エントリーポイントと連係されて、前記エントリーポイントと関連して再生経路で経路変
更が許されるのか否かを識別する。
【００１６】
　本発明による他の実施形態によって、等しく連係される再生経路で経路変更を許すフラ
ッグは一つまたはそれ以上のビデオデータユニット（Ｕｎｉｔ）の境界を定めて、前記記
録媒体に記録されるビデオデータの少なくとも一部はビデオデータユニットを基礎にして
多重化される。
【００１７】
　また、本発明によるデータ構造を記録して再生するための装置と方法が提示される。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１８】
　以下、本発明に対する望ましい実施形態に対して、添付した図面を参照しながら詳細に
説明する。
【００１９】
　本発明による高密度光ディスク、例えばＢＤ－ＲＯＭ、ＢＤ－ＲＥ等は、図２に示した
ように、ビデオオーディオデータの再生を管理するファイルまたはデータ構造を有する。
図２のような本発明によるデータ構造はいろいろな面で図１に図示したＢＤ－ＲＥのデー
タ構造と同様である。したがって、同様の部分は詳細な説明を省略する。
【００２０】
　図２に示したように、ルートディレクトリには少なくとも一つ以上のＤＶＰディレクト
リがある。前記ＤＶＰディレクトリには一般情報ファイル（ｉｎｆｏ．ｄｖｐ）、メニュ
ーファイル（ｍｅｎｕ．ｔｉｄｘ、ｍｅｎｕ．ｔｄｔ１等）、実際プレーリストファイル
（＊．ｒｐｌｓ）と仮想プレーリストファイル（＊．ｖｐｌｓ）が貯蔵されるＰＬＡＹＬ
ＩＳＴディレクトリ、クリップ情報ファイル（＊．ｃｌｐｉ）が貯蔵されるＣＬＩＰＩＮ
Ｆディレクトリ、そしてクリップ情報ファイルに対応するＭＰＥＧ－２フォーマットのＡ
／Ｖストリームクリップファイル（＊．ｍ２ｔｓ）が貯蔵されるＳＴＲＥＡＭディレクト
リが含まれる。
【００２１】
　前記ＳＴＲＥＡＭディレクトリにはクリップまたはクリップファイルと呼ばれるＭＰＥ
Ｇ－２フォーマットのＡ／Ｖストリームクリップファイルが含まれる。前記Ａ／Ｖストリ
ームにはビデオオーディオデータに対するソースパケットが含まれる。例えば、前記ビデ
オオーディオデータに対するソースパケットにはヘッダーと伝送パケットが含まれる。一
つのソースパケットには自身に接近するための住所役割をするソースパケット番号ＳＰＮ
が含まれるが、前記ソースパケット番号は一般に次々と番号が割り当てられる。伝送パケ
ットには一つのパケットＩＤ　ＰＩＤが含まれるが、前記ＰＩＤは伝送パケットが属する
伝送パケットシーケンスを識別して、前記伝送パケットシーケンスにある各伝送パケット
はＰＩＤが同じである。
【００２２】
　前記ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリには各Ａ／Ｖストリームファイルに連係するクリップ
情報ファイルが含まれる。前記クリップ情報ファイルは連係するＡ／Ｖストリームの類型
、シーケンス情報、プログラム情報、そしてタイミング情報を指す。前記シーケンス情報
は到着時間基準ＡＴＣシーケンスとシステム時間基準ＳＴＣシーケンスを記述する。例え
ば、前記シーケンス情報はシーケンスの数、各シーケンスの開始と終わり時間情報、各シ
ーケンスで一番目ソースパケットの住所、そして各シーケンスにある伝送パケットのＰＩ
Ｄを指す。プログラムのコンテンツが続く伝送パケットシーケンスはプログラムシーケン
スと呼ばれる。前記プログラム情報はプログラムシーケンスの個数、各プログラムシーケ
ンスの開始住所、そしてプログラムシーケンスにある伝送パケットのＰＩＤを指す。
【００２３】
　タイミング情報は特徴ポイント情報（ＣＰＩ）と呼ばれる。前記ＣＰＩの一形態がＥＰ
マップである。前記ＥＰマップは、例えば、到着時間ＡＴＣ及び／またはシステム時間Ｓ
ＴＣを基準にして、ソースパケットの住所（例えば、ソースパケットの番号）に対するタ
イムスタンプを表示する。
【００２４】
　前記プレゼンテーションタイムスタンプ（ＰＴＳ）とソースパケット番号（ＳＰＮ）は
Ａ／ＶストリームのＥＰと関連される。すなわち、前記ＰＴＳと関連されたＳＰＮはＡ／
Ｖストリーム上のＥＰを指し示す。前記指し示されるパケットはたびたびエントリーポイ
ントパケットと呼ばれる。
【００２５】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには一つ以上のプレーリストファイルがある。プレーリ
ストは再生のためのクリップを容易に編集したり組み合わせるために導入された概念であ
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る。プレーリストファイルはクリップにある再生区間（Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａ
ｌｓ）の集合であって、各再生区間はプレーアイテム（Ｐｌａｙｉｔｅｍ）と呼ばれる。
前記プレーリストファイルはプレーリストを形成する各プレーアイテムを識別して、各プ
レーアイテムはクリップの時間軸上の位置（例えば、ＡＴＣまたはＳＴＣ基準でプレゼン
テーションタイムスタンプ）を指すＩＮ－ｐｏｉｎｔとＯＵＴ－ｐｏｉｎｔの対である。
換言すれば、プレーリストファイルはプレーアイテムを識別して、各プレーアイテムは一
つのクリップまたはその一部を指してクリップと連係するクリップ情報ファイルを識別す
る。前記クリップ情報ファイルは前記プレーアイテムをソースパケットのクリップに連結
するために使われる。
【００２６】
　ＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリには実際プレーリスト（Ｒｅａｌ　Ｐｌａｙｌｉｓｔ）
（＊．ｒｐｌｓ）と仮想プレーリスト（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｌａｙｌｉｓｔ）（＊．ｖｐ
ｌｓ）が含まれることができる。実際プレーリストはクリップだけを用いてブリッジ－ク
リップは用いることができない。すなわち、実際プレーリストはクリップの一部を参照す
ることと見なされるので、概念的にディスク上でクリップの一部を参照することと同等な
ことに見なされる。仮想プレーリストはクリップとブリッジ－クリップをすべて用いるこ
とができるので、実際プレーリストの概念は仮想プレーリストと併行しない。
【００２７】
　‘ｉｎｆｏ．ｄｖｐ’ファイルは光ディスクに記録されるＡ／Ｖストリームの再生を管
理する一般的な情報を提供する一般情報ファイルであって、さらに詳細にはＰＬＡＹＬＩ
ＳＴディレクトリにあるプレーリストのファイル名を識別するプレーリスト目録を含む。
前記‘ｉｎｆｏ．ｄｖｐ’ファイルに対しては本発明の実施形態と関連して次にさらに詳
細に説明する。
【００２８】
　図２では、本発明の実施形態によって記録媒体のデータ構造を図示するだけでなく、記
録媒体の領域を見せている。例えば、一般情報ファイルは一つ以上の一般情報領域に記録
されて、プレーリストディレクトリは一つ以上のプレーリストディレクトリ領域に記録さ
れて、プレーリストディレクトリ内の各プレーリストは前記記録媒体の一つ以上のプレー
リスト領域に記録される。図２のデータ構造を有する記録媒体に対して例示している図３
に示したように、前記記録媒体にはファイルシステム情報領域、データベース（Ｄａｔａ
ｂａｓｅ）領域、そしてＡ／Ｖストリーム領域が含まれる。前記データベース領域には一
般情報ファイルとプレーリスト情報が記録される領域とクリップ情報領域が含まれる。前
記一般情報ファイルとプレーリスト情報が記録される領域には、一般情報ファイル領域の
一般情報ファイルと、プレーリスト情報領域のＰＬＡＹＬＩＳＴディレクトリとプレーリ
ストファイルが記録される。前記クリップ情報領域には、ＣＬＩＰＩＮＦディレクトリと
、関連クリップ情報ファイルが記録される。前記Ａ／Ｖストリーム領域には多様なタイト
ルのＡ／Ｖストリームが記録される。
【００２９】
　ビデオオーディオデータは一般に個別タイトルで編成されている。例えば、ビデオオー
ディオデータにより表現される他の映画は他のタイトルで編成される。また、タイトルは
、本がチャプター（Ｃｈａｐｔｅｒｓ）で編成されるようにいろいろなチャプターで編成
できる。
【００３０】
　ＢＤ－ＲＯＭ、ＢＤ－ＲＥ等のような新しい高密度記録媒体の貯蔵容量が非常に大きい
ため、他のタイトル、いろいろなバージョンのタイトルがまたは一タイトルの一部が貯蔵
されて再生できる。例えば、他のカメラ角度のビデオデータが記録媒体に記録されたり、
他の実施形態で、タイトルに対するいろいろなバージョンまたは他の言語と関連した一部
も前記記録媒体に記録されることができて、また他の実施形態で、タイトルに対する監督
バージョン（Ｄｉｒｅｃｔｏｒ’ｓ　Ｖｅｒｓｉｏｎ）または映画館用バージョンも前記
記録媒体に記録されることができる。または、一タイトルの完全成人バージョン、準成人
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バージョン、そして父母が制限できる青少年バージョンなどが前記記録媒体に記録される
ことができる。各バージョン、各カメラアングル等は他の再生経路を有して、このような
場合のビデオデータは多重再生経路ビデオデータ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｒｅｐｒｏｄｕｃ
ｔｉｏｎ　Ｐａｔｈ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄａｔａ）と呼ばれる。多重経路ビデオデータに対す
る前記例に限られなくて、本発明は多重再生経路ビデオデータのある類型またはこれらの
組合に対しても適用が可能である。以後実施形態で詳細に叙述されるだろうが、本発明の
データ構造には、記録媒体に記録される多重再生経路ビデオデータの再生を管理するため
の経路管理情報及び／またはナビゲーション情報が含まれる。
【００３１】
　図２によるデータ構造で使われる再生経路管理情報に関する１番目実施形態を図４を参
照にして説明する。この実施形態によれば、多重再生経路データは複数のクリップファイ
ルに記録されて各クリップファイルは前記再生経路のうちいずれか一つと連係される。こ
の実施形態で前記クリップファイルは前記記録媒体にインターリーブ（Ｉｎｔｅｒｌｅａ
ｖｅ）されない状態で記録される。図４では本発明の前記実施形態にしたがって再生経路
に該当するクリップファイルを図示している。図示したように、前記クリップファイルは
複数のエントリーポイント（ＥＰ）に分けられてあって、前記複数のエントリーポイント
は連係するクリップ情報ファイルのＥＰマップで参照される。前記エントリーポイントは
図４で図示したＪＵ＃１、ＪＵ＃２、及びＪＵ＃３のようなジャンピングユニット（Ｊｕ
ｍｐｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）で参照されるユニットでグルーピングされる。再生する間、ジャ
ンピングユニット基準で再生経路間の経路変更が行われる。すなわち、ユーザーから再生
経路変更要請を受ければ、現在再生されているジャンピングユニットをすべて再生した後
、新しく要求された再生経路と連係されるクリップファイル内のジャンピングユニットの
はじめから再生を続ける。
【００３２】
　１番目ジャンピングユニットＪＵ＃１内の最終エントリーポイントに関して図４に示し
たように、各ジャンピングユニットの最終エントリーポイント内のビデオデータの最終ピ
クチャー（Ｐｉｃｔｕｒｅ）はＰ－ｐｉｃｔｕｒｅやＢ－ｐｉｃｔｕｒｅで制限される。
そして、もしも前記最終ピクチャーがＢ－ｐｉｃｔｕｒｅならば、前記最終ピクチャーは
次にくるエントリーポイント内に含まれた次のＩ－ｐｉｃｔｕｒｅを参照しなくて前のＰ
－ｐｉｃｔｕｒｅを参照するように制限される。
【００３３】
　また、前記１番目ジャンピングユニットの最終エントリーポイントに該当するビデオデ
ータに連係されるオーディオデータのような補助（Ａｕｘｉｌｉａｒｙ）データは前記ビ
デオデータと多重化された状態で記録される。この場合、高い記録ビットレートのビデオ
データなく、低い記録ビットレートの前記オーディオデータのみを前記エントリーポイン
トの後端に記録する。このような理由で、記録ビットレートの帯域幅損失が発生する。
【００３４】
　２番目ジャンピングユニットＪＵ＃２内の１番目エントリーポイントに関して図４に示
したように、各ジャンピングユニットのスタートエントリーポイント内のビデオデータの
１番目ピクチャーはＩ－ｐｉｃｔｕｒｅやＢ－ｐｉｃｔｕｒｅで制限される。そして、も
しも前記１番目ピクチャーがＢ－ｐｉｃｔｕｒｅならば、前記１番目ピクチャーは前のエ
ントリーポイント内に含まれたＰ－ｐｉｃｔｕｒｅを参照しなくて次にくるＩ－ｐｉｃｔ
ｕｒｅを参照するように制限される。この場合、前記エントリーポイントのＧＯＰ（Ｇｒ
ｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）ヘッダーには“Ｃｌｏｓｅｄ_ｇｏｐ＝１”が記録され
て、前記エントリーポイントが’ＣｌｏｓｅｄＧＯＰ’でスタートすることを指し示す。
【００３５】
　また、前記２番目ジャンピングユニットのスタートエントリーポイントに該当するビデ
オデータに連係されるオーディオデータのような補助データは前記ビデオデータと多重化
された状態で記録される。この場合、低いビットレートのオーディオデータなく、高い記
録ビットレートの前記ビデオデータのみを前記エントリーポイントの先頭に記録する。こ
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のような理由で、記録ビットレートの帯域幅損失が一部発生する。
【００３６】
　２番目ジャンピングユニットＪＵ＃２内の中間エントリーポイントに関して図４に示し
たように、各ジャンピングユニットの中間エントリーポイント内のビデオデータのうち各
Ｂ－ｐｉｃｔｕｒｅはエントリーポイント間の境界に関係なく先立ったり次にくるＩ－ｐ
ｉｃｔｕｒｅやＰ－ｐｉｃｔｕｒｅを参照する。
【００３７】
　また、各エントリーポイントに該当するビデオデータと前記ビデオデータと連係される
オーディオデータのような補助データは相互に多重化された状態で記録される。一つのエ
ントリーポイントに該当するビデオデータがこれに連係されるオーディオデータと多重化
される時、前記連係するオーディオデータ一部が前記ビデオデータと多重化されなくて残
る場合、前記多重化されなくて残ったオーディオデータは次のエントリーポイントに該当
するビデオデータと多重化された状態で記録される。したがって、ビデオデータまたはオ
ーディオデータだけが記録される場合がないので、ビット帯域幅の損失が発生しない。
【００３８】
　本発明では、各ジャンピングユニット内のスタートエントリーポイントの先頭と各ジャ
ンピングユニット内の最終エントリーポイントの後端で記録ビットレートの帯域幅損失が
あるが、他のエントリーポイントでは記録ビットレートの帯域幅損失がないので、各ジャ
ンピングユニットに対する全体記録ビットレートの帯域幅損失は最小化されることができ
る。
【００３９】
　一つのエントリーポイントは一つのジャンピングユニットで管理する方式でエントリー
ポイントに対する管理が遂行されることができる。しかし、この場合、各エントリーポイ
ントの先頭にはビデオデータだけが記録されて、各エントリーポイントの後端にはオーデ
ィオデータだけが記録されるので記録ビットレートの帯域幅損失が大きくなって、データ
ストリームの記録効率が大幅に低下する。
【００４０】
　図５では再生経路変更が実行される本発明による実施形態を図示している。図５では、
下記で詳細に説明するようになる差異点を除いては、図４を参照にして説明したことと等
しいフォーマットを有する複数のクリップファイルを図示している。図４に示したように
、各クリップファイルは他の再生経路と連係される。図５に示したように、各クリップフ
ァイルは複数個のジャンピングユニットに分けられて、各ジャンピングユニットは等しい
所定個数のエントリーポイントで構成される。しかし、下で説明する図６に図示するよう
に、本発明はジャンピングユニットが等しい個数のエントリーポイントを有することに限
定されない。代わりに、各ジャンピングユニットには等しい個数または相異なる個数のエ
ントリーポイントがあり得る。各ジャンピングユニット内に含まれる各エントリーポイン
トの時間長さ（Ｔｉｍｅ　Ｌｅｎｇｔｈ）は可変的である。したがって、各ジャンピング
ユニットの時間長さも可変的である。しかし、他の実施形態では、各エントリーポイント
の時間長さは同じ値で固定されることができる。特に、図５で、第１経路ないし第ｋ経路
Ｐａｔｈ　＃１～Ｐａｔｈ　＃ｋにそれぞれ該当する第１クリップファイルないし第ｋク
リップファイルＣｌｉｐ　ｆｉｌｅ　＃１～Ｃｌｉｐ　ｆｉｌｅ　＃ｋは第１ジャンピン
グユニットないし第４ジャンピングユニットＪＵ　＃１～ＪＵ　＃４に分けられて、各ク
リップファイルの各ジャンピングユニットにはＮ個のエントリーポイントがある。
【００４１】
　図５に示したように、例えば第２経路に該当する第２クリップファイル内の第２ジャン
ピングユニットＪＰ　＃２に含まれたエントリーポイントのデータストリームを再生する
途中特定経路への経路変更が要求される時、前記第２ジャンピングユニット内に含まれた
最終エントリーポイントのデータストリームがすべて再生される。前記第２ジャンピング
ユニットＪＵ　＃２の再生が終わった後、再生が要求された特定経路、例えば第ｋ経路の
クリップファイルの次のジャンピングユニットのスタートエントリーポイントが検索され
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る。言い換えると、第ｋクリップファイルの第３ジャンピングユニットＪＵ　＃３が検索
される。前記第ｋ経路に該当するクリップファイルに移動して、第３ジャンピングユニッ
トＪＵ　＃３のスタートエントリーポイントから連続的に再生される。
【００４２】
　このように、第２経路のデータストリームと第ｋ経路のデータストリームがジャンピン
グユニットを基準にして、止まらなく連続的に再生される。
【００４３】
　図６では再生経路変更が実行される本発明による実施形態を図示している。図６では、
下記で詳細に説明するようになる差異点を除いては、図４を参照にして説明したことと等
しいフォーマットを有する複数のクリップファイルを図示している。図４に示したように
、各クリップファイルは他の再生経路と連係される。図６に示したように、各クリップフ
ァイルは複数個のジャンピングユニットに分けられて、各ジャンピングユニットは他の個
数のエントリーポイントで構成される。しかし、前で説明した図５に図示するように、本
発明はジャンピングユニットが他の個数のエントリーポイントを有することに限定されな
い。代わりに、各ジャンピングユニットには等しい個数または相異なる個数のエントリー
ポイントがあり得る。各ジャンピングユニット内に含まれる各エントリーポイントの時間
長さは可変的である。したがって、各ジャンピングユニットの時間長さも可変的である。
しかし、他の実施形態では、各エントリーポイントの時間長さは同じ値で固定されること
ができる。特に、図６で、第１経路ないし第ｋ経路Ｐａｔｈ　＃１～Ｐａｔｈ　＃ｋにそ
れぞれ該当する第１クリップファイルないし第ｋクリップファイルＣｌｉｐ　ｆｉｌｅ　
＃１～Ｃｌｉｐ　ｆｉｌｅ　＃ｋはジャンピングユニットに分けられて、例えば、第１ジ
ャンピングユニットはＫ個のエントリーポイントでグルーピングされて第２ジャンピング
ユニットはＬ個のエントリーポイントでグルーピングされて、第３ジャンピングユニット
はＭ個のエントリーポイントでグルーピングされて、第４ジャンピングユニットはＮ個の
エントリーポイントでグルーピングされる。
【００４４】
　各クリップファイルと連係されるクリップ情報ファイル内のエントリーポイントマップ
（ＥＰ　ｍａｐ）には各エントリーポイントと連係されるジャンピングフラッグＪ_Ｆｌ
ａｇが含まれる。各ジャンピングフラッグＪ_Ｆｌａｇは他の再生経路への経路変更が許
されるのか否かを指し示して、もしも経路変更が許されれば、前記ジャンピングフラッグ
Ｊ_Ｆｌａｇはエントリーポイントと関連してジャンプが発生するクリップファイル内の
位置を内包する。
【００４５】
　本発明による実施形態を具体的によく見れば、ジャンピングフラッグ“Ｊ_Ｆｌａｇ＝
１”、すなわち活性ジャンピングフラッグ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｆｌａｇ）
は他の再生経路と連係されるクリップファイルを再生するための経路変更が許されること
を指し示して、ジャンピングフラッグ“Ｊ_Ｆｌａｇ＝０”、すなわち非活性ジャンピン
グフラッグ（Ｉｎａｃｔｉｖｅ　Ｊｕｍｐｉｎｇ　Ｆｌａｇ）は経路変更が許されないこ
とを指し示す。また、ジャンピングフラッグが経路変更を許すことを指し示す時、前記ジ
ャンピングフラッグは前記ジャンピングフラッグと連係されるエントリーポイントの再生
を終えた後経路変更が許されることを内包する。
【００４６】
　図６に図示している本発明による他の実施形態では、前記ジャンピングフラッグはジャ
ンピングユニット間の境界を定義する。すなわち、図６に示したように、ＡｃｔｉｖｅＪ
ｕｍｐｉｎｇＦｌａｇのエントリーポイントはジャンピングユニットで最終エントリーポ
イントであって、次のエントリーポイントは次のジャンピングユニットの先頭エントリー
ポイントである。
【００４７】
　例えば、図６に示したように、第２経路に該当する第２クリップファイル内の第２ジャ
ンピングユニットＪＵ　＃２に含まれるエントリーポイントのデータストリームを再生す
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る間特定経路への再生経路変更が要請されると、前記第２ジャンピングユニットＪＵ　＃
２内に含まれたエントリーポイントのジャンピングフラッグを確認する。前記第２ジャン
ピングユニットＪＵ　＃２のデータストリームは、ジャンピングフラッグ“Ｊ_Ｆｌａｇ
＝１”を含むことと確認されたエントリーポイント、すなわち前記ジャンピングユニット
ＪＵ　＃２の最終エントリーポイントのデータストリームまで再生される。したがって、
前記第２ジャンピングユニットＪＵ　＃２は最終エントリーポイントのデータストリーム
まですべて再生される。
【００４８】
　前記第２ジャンピングユニットＪＵ　＃２の再生を終えた後、再生要求された特定経路
、例えば第ｋ経路のクリップファイルの次のジャンピングユニットのスタートエントリー
ポイントが検索される。言い換えると、第ｋクリップファイルの第２ジャンピングユニッ
トＪＵ　＃３内でＡｃｔｉｖｅＪｕｍｐｉｎｇＦｌａｇのエントリーポイントの次にくる
エントリーポイントが検索される。前記第ｋ経路に該当するクリップファイルに移動して
、第３ジャンピングユニットＪＵ　＃３のスタートエントリーポイントから連続的に再生
される。
【００４９】
　このように、第２経路のデータストリームと第ｋ経路のデータストリームがジャンピン
グユニットを基準にして、止まらなく連続的に再生される。
【００５０】
　選択的に、前記ジャンピングフラッグを基礎にしてジャンピングして連続再生する方法
は次のような実施形態で具現することができる。各ジャンピングユニットのスタートエン
トリーポイントにジャンピングフラッグ“Ｊ_Ｆｌａｇ＝１”を記録して、各ジャンピン
グユニットの残りのエントリーポイントには“Ｊ_Ｆｌａｇ＝０”を記録する方法である
。この実施形態では、“Ｊ_Ｆｌａｇ＝１”であるエントリーポイントの前の位置で一つ
の再生経路から他の再生経路へのジャンピングが発生する。
【００５１】
　また、前で説明した本発明の実施形態でのクリップファイルはジャンピングユニット単
位でインターリーブされた状態で前記記録媒体に記録されることができる。選択的に、前
記クリップファイルは前記記録媒体の相互に区分される物理的記録領域に記録されること
もできる。
【００５２】
　図７では相異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する時間整列（Ｔｉｍ
ｅ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）を図示している。ＥＰマップはプレゼンテーションタイムスタ
ンプをソースパケットに連結する（ｍａｐｐｉｎｇ）。さらに詳細には、前記プレゼンテ
ーションタイムスタンプは前記ソースパケットの住所または識別子に連結される。前記住
所または識別子はソースパケット番号ＳＰＮである。図７にはクリップファイル１、２、
３それぞれに対して前記プレゼンテーションタイムスタンプ軸に沿ってソースパケット番
号でソースパケットをさらに図示している。示したように、ＥＰマップ１、２、３それぞ
れのソースパケットは同じプレゼンテーションタイムスタンプを有する。例えば、クリッ
プファイル１からソースパケットｘ１、クリップファイル２からソースパケットｙ１、そ
してクリップファイル３からソースパケットｚ１が同じプレゼンテーションタイムスタン
プＴ１を有する。すなわち、ＥＰ　ｍａｐ１、２、３は時間整列される。このような時間
整列のため、再生する期間再生経路が変わってもビデオデータに対して止まらない再生が
可能になる。図７では二個の同心円で再生経路の変化を図示している。図示したように、
ユーザーがクリップファイル２の再生途中クリップファイル２からクリップファイル１に
再生経路を変えてソースパケットｙ２の再生後に経路変更が許される場合、ソースパケッ
トｙ２の再生を終えた後ソースパケットｘ３が次に再生するソースパケットになる。同様
に、もしもユーザーがクリップファイル１の再生途中クリップファイル１からクリップフ
ァイル３へ再生経路（例えば、カメラアングル）を変えてソースパケットｘ４の再生後に
経路変更が許される場合、ソースパケットｘ４の再生を終えた後ソースパケットｚ５が再
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生される。前記実施形態でソースパケット番号は単に例示であるだけであって、一般的に
一つのクリップファイルでのソースパケットは他のクリップファイルでの時間整列された
ソースパケットのソースパケット番号と一緒ではない。
【００５３】
　図８は、本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示したものである。
Ａ／Ｖエンコーダー９は、オーディオビデオデータを入力受けてエンコーディングして、
コーディング情報とストリーム特性情報と共に多重化装置（Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）８
で出力する。多重化装置８は、例えば、ＭＰＥＧ－２伝送ストリーム（ＭＰＥＧ－２　ｔ
ｒａｎｓｐｏｒｔ　ｓｔｒｅａｍ）を作るために、前記入力されるコーディング情報とス
トリーム特性情報を基礎にして前記エンコーディングされたオーディオビデオデータを多
重化する。ソース・パケッタイザー（Ｓｏｕｒｃｅ　ｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）７は前記多
重化装置から入力される伝送パケットを光ディスクのオーディオビデオフォーマットに合
うソースパケットでパケット化する。図８に示したように、前記Ａ／Ｖエンコーダー９、
前記多重化装置８、そして前記ソース・パケッタイザー７の動作は制御器１０により操縦
される。前記制御器１０がユーザーから記録命令を受信すれば、前記Ａ／Ｖエンコーダー
９、前記多重化装置８、そして前記ソース・パケッタイザー７に制御情報を送る。例えば
、前記制御器１０は、前記Ａ／Ｖエンコーダー９に実行するエンコーディング類型を指示
して、前記多重化装置８に作りだす伝送ストリームを指示して、そして前記ソース・パケ
ッタイザー７にソースパケットのフォーマットを指示する。また、前記制御器１０は光デ
ィスクに前記ソース・パケッタイザー７の出力を記録できるように駆動器３を制御する。
【００５４】
　また、前記制御器１０は光ディスクに記録されているオーディオビデオデータの再生を
管理するためのナビゲーション（Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ）管理情報を作りだす。例えば、
ユーザーとのインターフェース（ディスクに貯蔵されていたりイントラネットまたはイン
ターネットを介して提供する命令語）を介して受けた情報を基礎にして、前記制御器１０
は前記光ディスクに図２、及び図４、図５または図６のデータ構造を記録するように前記
駆動器３を制御する。
 　再生する期間には、前記制御器１０はデータ構造を再生するように前記駆動器３を制
御する。すなわち、ディスクに含まれた情報とユーザーインターフェース（記録及び再生
装置の操作ボタンまたは前記装置と関連した遠隔操縦）を介して受けたユーザー入力を基
礎にして、前記制御器１０は前記光ディスクからオーディオビデオソースパケットを再生
するように前記駆動器３を制御する。例えば、前記ユーザー入力は再生する経路を指定で
きる。このようなユーザー入力は、例えば、前記制御器１０にあらかじめプログラムされ
たＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）基盤のメニューを介し
て、指定されることができる。前記ユーザー入力と光ディスクから読み出す経路管理また
は変更情報を利用して、前記制御器１０は、本発明の実施形態に対して前で詳細に説明し
たように、前記指定された経路の再生または指定された経路再生の変更を制御する。
【００５５】
　ソース・デパケッタイザー（Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄｅｐａｃｋｅｔｉｚｅｒ）４は再生され
たソースパケットを入力受けてＭＰＥＧ－２伝送パケットストリームのようなデータスト
リームに転換する。多重分離装置（Ｄｅｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｒ）５は前記データストリ
ームをエンコーディングされたビデオオーディオデータに逆多重化する。Ａ／Ｖデコーダ
ー６はエンコーディングされたビデオオーディオデータをデコーディングして元来のビデ
オオーディオデータに作る。再生する期間、前記ソース・デパケッタイザー４、前記多重
分離装置５、そして前記Ａ／Ｖデコーダー６の動作は前記制御器１０により操縦される。
前記制御器１０がユーザーから再生命令を受信すれば、前記ソース・デパケッタイザー４
、前記多重分離装置５、そして前記Ａ／Ｖデコーダー６に制御情報を送る。例えば、前記
制御器１０は、前記ソース・デパケッタイザー４にソースパケットのフォーマットを指示
して、前記多重化装置５に逆多重化する伝送ストリームを指示して、そして前記Ａ／Ｖデ
コーダー６に実行するデコーディング類型を指示する。
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【００５６】
　図８には記録と再生装置に関して図示しているが、図８の構成要素一部だけで記録動作
または再生作動だけ提供する専用記録装置または専用再生装置も可能である。
【００５７】
　したがって、前記のように構成される本発明は、ユーザーが選択した経路のデータスト
リームに迅速で正確にジャンプして再生することができるようにして多重経路データスト
リームの記録効率の低下を最小にする高密度光ディスクに対する多重再生経路データスト
リーム管理方法を提供する。
【００５８】
　また、前記のように構成される本発明は、多重再生経路を基盤にしてビデオデータのナ
ビゲーション再生を管理及び／または制御することができるようにすることによって、従
来の方法に比べてさらに柔軟にビデオデータを再生することができるようになる。
【００５９】
　以上、前述した本発明の望ましい実施形態は例示の目的のために開示されたものであっ
て、前記ＢＤ－ＲＯＭ以外の他の光ディスクにも拡大適用が可能であり、また当業者なら
ば以下添付された特許請求範囲に開示された本発明の技術的思想とその技術的範囲内にお
いて、多様な他の実施形態を改良、変更、代替または付加などが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】再記録可能ブルーレイディスク（ＢＤ－ＲＥ）の規格による再記録可能光ディス
クのファイルまたはデータ構造を示した図である。
【図２】本発明による記録媒体のファイルまたはデータ構造に対する実施形態を示した図
である。
【図３】図２のデータ構造を有する記録媒体に対する実施形態を示した図である。
【図４】図２のデータ構造で使われる再生経路管理と連係されるデータ構造に対する実施
形態を示した図である。
【図５】図２のデータ構造で使われる再生経路管理と連係されるデータ構造に対する実施
形態を示した図である。
【図６】図２のデータ構造で使われる再生経路管理と連係されるデータ構造に対する実施
形態を示した図である。
【図７】本発明の実施形態で相異なるクリップファイルに対するＥＰマップ間に存在する
時間整列を示した図である。
【図８】本発明による光ディスク記録及び再生装置に対する構成を示した図である。
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